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 　 研　 修　 名

○ Ⅰ 県職員 Ⅰ 技術職員

○ Ⅱ 市町村職員 Ⅱ 事務職員

Ⅲ その他（　　　　　　　　） ○ Ⅲ 事務・技術職員

　　研修予定人員（実人員）

9:15～9:30 講義

9:30～10:50 講義

11:00～11:20 講義

11:20～12:00 講義

13:00～13:30 講義

13:30～14:00 講義

14:05～15:00 講義

15:00～16:00 ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議

16:10

　・関心のある分野について、個別に質疑応答・意見交換
　 グループ間の移動は自由で、同じ質問を何度でも受け、
　 法令・制度・事業等の専門的な知識を情報収集する。

　終了

　フリートーク（準備含む） 上記講師全員

　宅地災害防止・減災事業 　　　　　計画Ｇ
　土地区画整理事業、市街地再開発事業

（休憩）

　都市再生整備計画事業 都市計画課　街路・公園Ｇ

　被災宅地危険度判定

　景観形成 都市計画課　景観Ｇ

　街路事業 都市計画課　街路Ｇ

（昼食休憩）

　都市公園 都市計画課　街路・公園Ｇ

　開発許可制度 都市計画課　景観Ｇ

（休憩）

　都市計画概論 都市計画課　計画Ｇ

健康教育室

7月2日（金） 　都市計画の概要 都市計画課長 職員会館

実施日 開始時刻 研修科目及び主な内容 研修方式 講　　　　師 場 所

15 15 30

県    職   員 市町村職員 計

　　目　　的　

都市計画、景観形成及び都市計画事業は、非常に分野が広い一方で、高い専門性も求められる。
そこで、初めて都市計画行政に関わる初任者向けに、一般的な知識と、専門的な知識を習得しやすくなるノウハウを伝える。

　　研修の重点項目  及び　変更点 

　　職種・対象者　　　（○を記入して下さい）

　（具体的対象者）

都市計画実務研修

【参考】島根県土木技術職員
　　　　　　研修指針による研修区分

主任以下必須研修　　　　　　・　　　　　　企画員・係長以上必須研修　　　　　　・　　　　　　選択研修　　　　　　・　　　　　　その他

　　研修担当課名 都市計画課 担　当　者 計画G　村上


